
只見線おもてなし業務注意事項 

 

只見線おもてなし業務を実施するに当たり、下記注意事項について遵守すること。なお、本事

項に定めのない事項及び解釈に疑義が生じたときは、別途、委託者に協議すること。 

記 

１ 業務報告書の提出 

受託者は、おもてなし販売の実施日を前月２０日までに任意様式で報告するものとする。た

だし、平日の実施臨時列車での実施については委託者が指定する期日までに報告するものとす

る。 

実施した各月の販売数量について、毎月末を締切日とし翌月の１０日までに別紙様式により

委託者に提出すること。 

２ 業務証明書の取り扱い 

受託者は、委託者から貸与される東日本旅客鉄道株式会社発行の業務証明書を厳正に管理す

ること。本業務が終了した場合は、速やかに委託者に返還すること。 

３ 業務中の服装 

受託者は、お客様に不快な思いを感じさせないよう、清潔感のある服装をすること。 

４ 販売商品に関する留意事項 

⑴ 販売商品はパッケージされた常温保存できるものとすること。 

⑵ 保冷が適した販売商品に使用するクーラーボックス等は、受託者が手配すること。 

⑶ 受託者は、販売商品に「製造者の氏名・電話番号」等が記載されたシールを添付すること。 

⑷ 販売にあたり保健所等の許可が必要な商品については、受託者にて確認し、申請等必要な

手続きを行うこと。 

⑸ 東日本旅客鉄道株式会社の車両や建築物をモチーフにした模型や玩具、写真を使用した書

類や文具 DVD などを販売する時は、事前に委託者宛に報告し、東日本旅客鉄道株式会社と商

品化許諾基本契約を締結に関する証明書類を提出すること。 

５ 業務証明書の提示 

⑴ 受託者は、業務証明書を東日本旅客鉄道株式会社の乗務員に判るように胸に明示すること。 

⑵ 受託者は、業務証明書の管理を徹底し、紛失防止に最大限努めること。 

⑶ 受託者は、万が一業務証明書を紛失してしまった場合は、遅滞なく委託者に報告すること。 

６ 業務手順 

＜乗車前＞ 

⑴ 受託者は、列車の運行状況について、インターネットサイト「どこトレ」（https://doko- 

train.jp/pc/index.html）により確認すること。 

⑵ 販売に必要な用具（商品を入れるカゴ、ビニール袋等）は受託者が準備すること。 

⑶ 受託者は、改札を通過する際は駅係員に「業務証明書」を提示すること。 

⑷ 受託者は、改札内、ホーム上および列車内において、運行の妨げになるような台車やワゴ

ン等を使用しないこと。 

⑸ 受託者は、ホーム上において販売商品の管理を徹底し、線路上にものを落とす等の列車運

行の妨げになる行為は絶対しないこと。 



＜乗車後＞ 

⑴ 受託者は、乗車後、速やかに車掌に業務証明書を提示の上、乗車したことを報告すること。 

⑵ 受託者は、車内準備が整い次第、車掌に放送機器を借用のうえおもてなし販売に関する案

内放送を実施すること。なお、車内の状況によっては車内販売に関する案内放送ができない

場合があることを承諾すること。 

⑶ 受託者は、車掌の業務を阻害しないように販売すること。 

⑷ 受託者は、サービス精神をもって接客を行うよう努めること。 

⑸ 受託者は、商品の在庫がある場合は、デッキスペース等に置くこと。なお、置く場合はそ

の旨を車掌に申告すること。また、お客さまの通行の妨げとならないよう注意すること。 

⑹ 受託者は、乗車中、座席の使用はしないこと。 

⑺ 受託者は、乗車中、傷害事故防止に十分努めるものとすること。 

⑻ 受託者は、降車駅の手前の駅到着時に販売を終了すること。 

⑼ 受託者は、降車駅到着後、お客さまの降車後に速やかに降車すること。 

５ 不測の事態 

⑴ 受託者は、万が一、線路にものを落とした際は、自ら拾得せず、車掌又は駅係員に申し出

ること。 

⑵ 業務中の単独事故やケガについては受託者自身により解決するものとする。ただし、業務

中、体調がすぐれない等の場合は、受託者は車掌又は駅係員に連絡すること。 

⑶ 受託者は、お客さまの病気やケガ、トラブルに遭遇した場合は、遅滞なく車掌又は駅係員

に報告すること。 

⑷ 受託者は、自らの責に帰すべき事由により、お客さま又は第三者に損害を与えてしまった

場合、速やかに車掌又は駅係員に連絡するものとし、当該損害については、受託者の費用と

責任において賠償すること。 

⑸ ⑶及び⑷の事象が発生したときは、受託者は速やかにあいづ統括センター

TEL:0242-22-9202（土日祝日）及び、福島県只見線管理事務所 TEL：070-7546-6757 に報告

すること。 

６ 列車の運休や遅れ 

⑴ 受託者は、自然災害や列車支障等により当該列車が運休或いは遅れなどが生じ、販売でき

ないことがあることを承諾するものとし、それに伴う損害賠償の請求はしないものとするこ

と。 

⑵ 受託者は、列車遅延や降り遅れ等により、乗換乗車ができない場合は、次の普通列車その

他の交通手段により帰還するものとすること。 

⑶ 受託者は、列車遅延等により、予定する販売区間で販売ができないと想定されるときは、

販売区間の短縮または販売を中止できるものとすること。 

⑷ ⑵の場合、受託者はかかる交通費等の経費を自ら負担すること。 

 


